
新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策（令和３年３月３１日時点）

緊急事態宣言の解除後（令和３年
４月１日以降）の協力金

詳細は後日発表。
【協力金に関すること】
大阪府営業時間短縮協力金コールセンター
06-6210-9525（日祝除く９時～19時）

第３期 営業時間短縮協力金（令和
３年３月大阪府・大阪市共同）

第３期営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市
共同）[要請期間R3.3.1からR3.3.31まで]の受付開始時期に
ついては、R3.4.1としておりましたが、この度受付開始時期を延期

します。
受付開始時期が決まり次第、募集要項を含め、大阪府ホームペー
ジ等でお知らせします。

【協力金に関すること】
大阪府営業時間短縮協力金コールセンター
06-6210-9525（日祝除く９時～19時）

大阪府営業時間短縮協金（第２
期）

[対象] 
・要請区域内（大阪府域）に飲食店・遊興施設（食品衛生法
上の飲食店営業許可を受けている店舗）を有する

・R3.2.8から2.28まで要請を遵守
・R3.2.8までに感染防止宣言ステッカーを導入
・営業に関する必要な許認可等を取得している

[金額]1対象施設(店舗)あたり126万円。
※R3.2.8以前から営業を開始し、R3.2.28までに閉店した場合、

R3.2.8から営業を継続した日数に応じて支給。

※R3.2.9から2.28の間に開店し営業開始した場合、開店日か
らR3.2.28まで営業を継続した日数に応じて支給。

※申請期間：R3.3.8～４.19

【協力金に関すること】
大阪府営業時間短縮協力金 コールセンター
06-6210-9525（日祝除く9時～19時)

【要請に関すること】
府緊急事態措置コールセンター

06-4397-3268(平日9時～18時)

中小事業者に対する支援（一時金）
R３年１月～３月のいずれかの月の売上が50％以上減の中堅・
中小事業者に対し、一時金(中小法人等上限60万円、個人事
業者等上限30万円)を支給。※申請期間：R3.3.8～5.31

一時支援金事務局 相談窓口
0120-211-240（土日、祝日含む全日対応）
※受付時間は、8時30分～19時00分

事業者の皆様 ＞
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感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R3.４.１～４.21）に協力した
（大阪府域）

感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R3.３.１～3.31）に協力した
（大阪市域）

感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R3.2.８～R3.2.28）に協力した
（大阪府域）

R３年1月に発令された緊急事態宣言の
影響で、飲食店との取引が減少した・不要
不急の外出自粛により売上が減少した
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http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku3/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku2
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
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事業再構築補助金

新分野展開や業態転換等の事業再構築の取組を支援。
①「通常枠」等:上限１億円までを最大2/3(中堅企業は1/2)補助。
②「緊急事態宣言特別枠」:時短要請の飲食店や外出自粛の影響

で本年1～3月のいずれかの売上が30％以上減の場合、上限1,500
万円を最大3/4（中堅は2/3）で補助。※３月申請開始予定

中小企業庁技術・経営革新部
03-3501-1816

中小企業生産性革命推進事業
➀ものづくり補助金（設備導入等）
②持続化補助金（販路開拓等）

③IT導入補助金（IＴ導入）

ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた取
組を支援（低感染症リスク型ビジネス枠）。
➀ものづくり補助金：補助上限1000万円・補助率2/3

②持続化補助金：補助上限100万円・補助率3/4
※R３年２月発令の緊急事態宣言の影響で本年1月～３月の
いずれかの売上が前年比30％以上減少なら、補助総額に占め

る感染防止対策費の上限を引き上げ（最大25万円→50万
円）

③IT導入補助金：補助上限450万円・補助率2/3

※テレワーク対応類型は最大150万円
＊別途、通常型(小規模事業者等の販路開拓等の支援)有り

生産性革命推進事業に係るお問合せコールセンター
03-6837-5929（平日9:00～18:00）

大規模感染リスクを低減するための
高機能換気設備等の導入支援事業

中小企業等の高機能換気設備及び同時に導入する空調設備の
導入費用に対して1/2補助（施設のCO2排出量の削減が必
要）

※公募期間：R3.3.16からR3.4.27まで

環境省地球温暖化対策事業室
0570-028-341

ARTS for the future!

（コロナ禍を乗り越えるための文化芸

術活動の充実支援事業）

文化芸術関係団体・文化施設（公演等開催に資金面での責任
を持つ者）が不特定多数に公開し収入を上げることを前提とした
積極的な活動（※）に対して助成（定額）。

※他の文化芸術団体とのコラボレーションやオンライン配信等で新た
な客層へアプローチなど
※４月中下旬申請開始予定

特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)

0120-51-0335

コンテンツグローバル需要創出促進事業

費補助金

延期・中止した公演を国内で実施し、収録映像を活用した動画を

海外に発信する事業に最大5,000万円補助（補助率１／２）

特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)

03-6260-6023
コンテンツグローバル需要創出促進事業

費補助金（キャンセル料支援事業）

緊急事態措置区域等において開催予定であった音楽、演劇等の
公演、展示会、遊園地・テーマパークの開催を延期・中止した主
催事業者に対し、会場キャンセル費用等を補助

(上限2,500万円／件)

コロナ禍における民間人材サービス事
業者と連携した緊急雇用対策事業

府特設HPに掲載する求人特集を通じて、R2.4月以降の失業者
を採用し、３か月間職場定着をした事業者に対し、支援金を支
給（正社員雇用25万円/人、非正規雇用12.5万円/人）

※申請期限 R3.４.12（R2年度分）

大阪府雇用促進支援金事務局
06₋4794₋7050（平日9時30分～17時30分）

コロナ禍における早期再就職支援事業

府内の事業所で、R３年3月までに職場体験を通して新たな人材
の採用を判断できる事業者に対して、職場体験中の人件費を支
援。職場体験の受入れは紹介予定派遣又は一般派遣の２パ

ターン。また、座学研修も実施。

OSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センター
06-6910-3765

トライアル雇用助成金
コロナの影響による離職者の試行雇用（原則3か月）を行う事業主
に対して助成。１人あたり月額4万円、短時間労働は月額2.5万円
※R2.4.1～R3.4.30の間にトライアル期間が含まれることが必要。

大阪労働局 助成金センター
06-6941-4630 
最寄りのハローワーク

コロナの影響が長期化しており、思い切った
事業再構築を実施したい

コロナの影響が長期化しており、感染拡大
を防止しながらビジネスモデルを転換したい

高機能な換気設備を導入して感染リスクを
抑えたい
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文化芸術活動を再開・継続したい

延期・中止した公演を実施し、収録映像を
海外に発信したい
又は緊急事態宣言に伴い、イベント等を中

止した

R2.4月以降の失業者を採用した

職場体験をしてもらってから新たな人材を
採用したい

コロナで離職を余儀なくされた方を雇いたい
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https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/
https://seisansei.smrj.go.jp/
http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2-2_kanki.html
http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2-2_kanki.html
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20210326_01.html
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20210326_01.html
https://j-lodlive.jp/
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210222001/20210222001.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
https://ni-deau.jp/for_company/ojt/
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733802.pdf
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従業員に子どもがいる場合

フリーランスで子どもがいる場合

従業員に休んでもらう場合

出向により労働者の雇用を維持する場合

医師等の指導により休業が必要な妊娠中
の従業員がいる場合

有給休暇を取得して介護を行う従業員が
いる場合
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孤独・孤立対策に取組んでいるNPO法人
等への支援

小学校休業等対応助成金

(労働者を雇用する事業主の方向け)

小学校等の臨時休業等で労働者が年次有給休暇と別の有給休
暇取得の場合 1日あたり8,330円を上限に賃金相当額を助成
※R2.4.1以降の休暇には15,000円（上限）

厚生労働省コールセンター

0120-60-3999／9時～21時(土日祝含む）小学校休業等対応支援金

(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

小学校等の臨時休業で休業した、委託を受けて個人で仕事をす

る保護者の場合1日あたり4,100円(定額)を助成

※R2.4.1以降の休暇には7,500円(定額）

雇用調整助成金

（新型コロナ特例措置）

休業手当等への助成（最大10分の10まで）
※上限15,000円、助成率は解雇の有無等で変動

産業雇用安定助成金

出向により雇用維持を図る事業者（出向元）と、労働者を受け
入れる事業者（出向先）の出向運営経費や出向初期経費の
一部を助成

※運営経費は12,000円／日(上限)・補助率最大9/10、初期
経費は10万円／１人（定額）、R3.1.1からの経費が対象。

※出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提

厚生労働省コールセンター

0120-60-3999／9時～21時(土日祝含む）

母性健康管理措置による休暇取得支

援助成金

休業が必要な妊娠中の労働者向けの有給の休暇制度を設け、
有給休暇を取得させた事業主に、対象者1人当たり25万円（5
日以上20日未満の場合。以降20日ごとに15万円加算）を助

成。※上限100万円・20人※申請期限 R3.5月末

大阪労働局 雇用環境均等部

06-6941-4630

両立支援等助成金(介護離職支援

コース・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症特例)

介護のための有給の休暇制度を設け、有給休暇を取得させた事
業主に、対象者1人あたり20万円（5日以上10日未満の場合。
10日以上の場合は35万円）を助成。※上限5人

大阪労働局 雇用環境均等部

06-6941-4630

自殺防止対策を行うNPO法人等への

助成

自殺防止対策（相談体制強化、相談員の要請、自殺防止対
策の情報発信の強化）を行うNPO法人等へ助成
〔補助率〕10/10 ※申請開始時期未定

生活支援等を行うNPO法人等への助

成

生活困窮者やひきこもり状態にある方に対し、相談や居場所づくり
などの活動を広域的に行うNPO法人等に対し、活動費を助成。
〔補助率〕10/10 ※申請開始時期未定

フードバンク支援

フードバンクに対し、生活困窮者向けの食品の受入れ・提供を拡
大するための経費を支援。
〔補助率10/10〕

※従来の補助対象(スタートアップ団体)だけでなく全団体が対象。
※申請開始時期未定

子ども食堂等への食材提供（国産農

林水産物等販路多様化緊急対策事

業）

子ども食堂等への食材調達を行うNPO法人等に対する補助
〔補助上限・下限〕上限３千万円、下限50万円
〔補助率〕10/10

※子ども食堂等を10施設以上でとりまとめて行うもの

国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業

事務局 0570-030525 10時～17時

ＮＰＯ等が実施する住宅確保要配慮

者に対する支援活動への補助

居住支援法人が行う次の活動に対して補助
➀入居前支援(必須)②入居中支援③死亡・退去時支援
④セミナー等の開催

〔補助上限〕1,000万円（補助率10/10）
※孤立・孤独対策として見守り等を行う場合は上限1,200万円
※申請開始時期未定

（国）準備中

（国）準備中

（国）準備中
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（国）準備中

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/corona_hiseiki/dai1/siryou3.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/corona_hiseiki/dai1/siryou3.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/corona_hiseiki/dai1/siryou3.pdf
https://hanrotayouka.jp/
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001391385.pdf
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申告・納付等の期限延長、納税が困難な方に対する猶予

【国税】各税務署

【府税】各府税事務所又は自動車税事務所

【市町村税】各市町村(市税事務所)

著しい損失があった場合に厚生年金手数料等の納付が猶予 お近くの年金事務所

電気、ガス、水道、下水道、通信料金等の支払い期限の延長等 各電気・ガス・水道・下水道・電話等事業者

使用料及び貸付料の分納・後納、使用料の還付、貸付料の返還、使用料等の支払猶予 各施設管理者

不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免したことによる損失の額は、税務上損金として計上可能 国土交通省 不動産市場整備課

そ
の
他

税金の期限内の申告や納付が困難

社会保険料が支払えない

公共料金や電話料金が払えない

府有施設の使用料、貸付料等が払えない

取引先の賃料の支払いが困難となった
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無利子・無担保融資 （併用可）

府制度融資

新型コロナウイルス感染症対応資金

限度額4,000万円。最大で保証料全額補助や当初３年間無

利子（5/1～受付開始、R3.1.29～限度額6,000万円に引上げ）

府金融課 06-6210-9508

取引のある金融機関

日本政策金融公庫（国民事業）

新型コロナウイルス感染症特別貸付

6,000万円を限度として、融資後3年目までは基準利率-0.9％。

一定の売上減少要件を満たす場合は、当初３年間実質無利子

日本政策金融公庫

0120-154-505／9時～19時 (土日祝除く)

日本政策金融公庫（農林水産事業）

新型コロナウイルス感染症特例措置

農林水産業者を対象に、限度額1,200万円（簿記記帳してい

る場合は年間経費等の12/12）、5年間実質無利子・無担保

日本政策金融公庫

0120-154-505／9時～19時(土日祝除く)

商工組合中央金庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付

3億円を限度として、融資後3年目までは基準利率-0.9％。

一定の売上減少要件を満たす場合は、当初３年間実質無利子

商工組合中央金庫相談窓口

0120ｰ542ｰ711／9時～17時

府制度融資

新型コロナウイルス感染症対策資金

新型コロナウイルス感染症対応緊急資金

限度額2億円（うち無担保8,000万円）金利1.2％固定（別

途 保証料要）

府金融課 06-6210-9508

取引のある金融機関

貸
付

資金繰りのため融資を受けたい
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https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/korona.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38508/00000000/shityoson.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38508/00000000/covid19-suidousoudan.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/ryokin.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200311a.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200311a.pdf
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html
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大阪府営業時間短縮協力（第１
期）

[対象]
・要請区域内（大阪府域）に飲食店・遊興施設（食品衛生法
上の飲食店営業許可を受けている店舗）を有する。

・R3.1.14(又はR3.1.18)からR3.2.7まで要請を遵守
・R3.1.14(又はR3.1.18)までに感染防止宣言ステッカーを導入
・営業に関する必要な許認可等を取得している

[金額]1対象施設(店舗)あたり150万円。
※R3.1.18～2.7まで要請遵守の場合は1店舗あたり126万円
※R3.1.14以前から営業を開始しており、R3.2.6までに閉店した場

合、R3.1.14(又はR3.1.18)から営業を継続した日数に応じて支給。
※申請期間：R3.2.8～3.22

【協力金に関すること】
大阪府営業時間短縮協力金に関する
コールセンター

06-6210-9525（日祝除く9時～19時)

【要請に関すること】
府緊急事態措置コールセンター
06-4397-3268(平日9時～18時)

令和2年12月感染拡大防止に向けた
営業時間短縮協力金について（大阪
市・府共同）

要請区域内(大阪市全域)に施設(店舗)を有し、R2.12.16から
R３.1.13までの全ての期間、要請を遵守し、要請期間終了まで
に感染防止宣言ステッカーを導入し、営業に関する必要な許認可

等を取得している事業者に、1対象施設(店舗)あたり156万円
(支給額は、要請を遵守した期間によって異なるため、詳細はHPを
ご確認ください。)

※申請期限：R３.2.26

【協力金に関すること】
営業時間短縮協力金コールセンター
06-6654-3553 / 06-6655-0711 /

06-6655-0820（日祝除く9時～17時30分)
【要請に関すること】
府休業要請等コールセンター

06-4397-3268（平日9時～18時)

令和2年11月及び12月感染拡大防
止に向けた営業時間短縮協力金（大
阪市・府共同）

要請区域内(大阪市北区、中央区)に施設(店舗)を有し、
R2.11.27からR2.12.15（※）までの全ての期間、要請を遵守
し、要請期間終了（R2.12.15※）までに感染防止宣言ステッ
カーを導入し、営業に関する必要な許認可等を取得している事業
者に、1対象施設(店舗)あたり58万円
※R2.11.27からR2.12.11までのすべての期間、要請を遵守して
いる場合（感染防止ステッカーの導入はR2.12.11まで）1対象
施設(店舗)あたり50万円
※申請期限：R３.1.29

【協力金に関すること】
営業時間短縮協力金コールセンター
06-6654-3553 / 06-6655-0711 /
06-6655-0820
（日祝除く9時～17時30分)
【要請に関すること】
府休業要請等コールセンター
06-4397-3268（平日9時～18時)

感染拡大防止に向けた営業時間短縮
協力金（大阪市・府共同）

要請区域内(大阪ミナミ地区の一部区域)に施設(店舗)を有し、
8/6～8/20の全期間、要請に応じて、休業または営業時間短縮
（5時～20時）を行い、原則8/5までに大阪府「感染防止宣言
ステッカー」を登録・掲示している事業者に、最大30万円
※申請期限：9月23日をもって申請受付は終了。

【協力金について】ミナミ時短協力金事務局
06-6615-3753（平日9時～17時30分）
【要請内容について】感染防止宣言ステッカーコールセンター

06-4397-3268（平日10時～17 時）

休業要請支援金
(府・市町村共同支援金)

中小企業は100万円、個人事業主50万円
※申請期限：6月20日をもって申請受付は終了。

休業要請支援金事務局
06-6943‐0057（平日10時～17時）

休業要請外支援金
中小法人は100万円（1事業所の場合は50万円）
個人事業主は50万円（1事業所の場合は25万円）
※申請期限：7月14日をもって申請受付は終了。

休業要請外支援金相談コールセンター（大阪府）
0570-200-308
10時～17時（平日・土のみ）

持続化給付金

中小法人は200万円、個人事業者は100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
及び 2020 年新規創業者も対象として拡大（6月29日～）

経済産業省コールセンター
（9月1日以降の申請者）0120-279-292
（8月31日以前の申請者）0120-115-570

8時30分～19時 日曜～金曜（土・祝日除く）

事業者の皆様 ＞

感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R3.1.14～R３.2.7）に協力した
（大阪府域）

給
付
・
助
成

感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R.2.12.16～R3.1.13）に協力した
（大阪市全域）

感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R2.11.27～R2.12.15）に協力した
（大阪市北区・大阪市中央区）

感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請
（R2.8.6～R2.8.20）に協力した
（大阪ミナミ地区の一部区域）

大阪府からの施設の使用制限の協力要請
等を受け休業や時間短縮（売上げ半減）

自主休業や外出自粛等により、経営に大き
な影響が出ており、家賃等の固定費が払
えない（売上げ半減）

売上げが半減した
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http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000522177.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000522177.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000519706.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000511101.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
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家賃支援給付金
中小企業は最大600万円、個人事業者等は最大300万
※売上減少の要件を満たす場合

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930／8時30分～19時（平日・日）

経営継続補助金
農林漁業者等に最大150万円補助（販路開拓等に最大100
万円を補助（補助率3／4）、加えて、感染防止対策に最大50
万円（定額））

一般社団法人全国農業会議所経営継続
補助金 事務局コールセンター
03-6447-1253
9時30分～12時、13時～17時30分(土日祝除く)

文化芸術活動の継続支援事業 個人事業者・小規模団体に最大150万円補助(活動再開等に
最大100万円までを最大3/4補助、加えて感染防止対策に最大
50万円(定額))

（独）日本芸術文化振興会

0120-620-147／10時30分～17時

大規模感染リスクを低減するための高

機能換気設備等の導入支援事業

（環境省補助金）

➀：飲食サービス業等の中小企業等かつ不特定多数が利用する
室は3分の2補助（上限1,333万円）
②：➀の業種を運営する大企業等、もしくはその他の業種は2分

の1（上限1,000万円）

（一社）静岡県環境資源協会
054-266-4161
おおさかスマートエネルギーセンター(大阪府・大阪市)

06-6210-9254

高機能換気設備等の導入支援補助

金（大阪府）

上記環境省補助金の①に該当する施設のうち、環境省補助金の
交付決定を受け、かつ府の休業等の要請に応じた事業者（府内
本店等）

Ⓐ：府休業要請支援金受給者 ３分の１（上限666.6万円）
Ⓑ：Ⓐ以外の方 ６分の１（上限333.3万円）
※締切日：R3年1月31日

おおさかスマートエネルギーセンター(大阪府・大阪市)

06-6210-9254

Go To 商店街事業

商店街等を対象に、１商店街等あたり300万円（連携による事
業実施の場合、最大500万円上乗せ）を上限に、イベントの実
施や新たな商材の開発、プロモーション製作などの取組みを支援

※申請期限：12月24日をもって申請受付は終了。

「Go To 商店街」お問合せ窓口
0120-304-060（10時～18時）

商店街感染症対策等支援事業（需
要喚起）

府があらかじめ基準に基づいて選定したモデル商店街のうち、国の
Go To 商店街事業に採択された商店街に対し、需要喚起の取
組みやプロモーションの実施を支援(１商店街あたり50万円上限）

府中小企業支援室商業・サービス産業課
06-6210-9496

事業者の皆様 ＞

家賃の支払いが難しい

農林漁業者等の経営の継続を図りたい

文化芸術活動を再開・継続したい
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密閉の対策として、高機能換気設備を導
入したい

商店街の需要喚起を図る取組みを実施し
たい
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https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/
http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2_202006041927460.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/korona_kankisetubi.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-shoutengai/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/corona5.html

